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１ 沿 革 

 京都市地域リハビリテーション推進センターの前身となる京都市身体障害者リハビリテーションセンター

は，昭和 42 年（1967 年）8 月に京都市社会福祉審議会においてセンター建設の諮問を行い，昭和 44 年（1969
年）12 月に「中途障害者（肢体不自由者）を対象としたリハビリテーション施設と身体障害者に対する医学

的，心理的，職能的相談判定を行うための機関（身体障害者更生相談所）との二者の総合体としての身体障

害者福祉センターの建設」を内容とする答申に基づき，リハビリテーションの先駆的な総合施設として昭和

53 年（1978 年）に開設した（「身体障害者更生相談所」・「肢体不自由者更生施設」・「附属病院」・「補装具製

作施設」の 4 部門で構成）。 
 開設に当たっては，「京都にリハビリテーションセンターの建設を」というキャッチフレーズで近畿放送テ

レビ（現ＫＢＳ京都）と女優の宮城まり子さんによる 25 時間の「チャリティーテレソン」が行われ，多くの

市民から４千万円を超える寄付が寄せられた。さらに京都商工会議所などの協力により市内の企業などから

も 3 億円を超える募金が寄せられる等，市民の関心と期待は大変大きかった。 
 また，「リハビリテーション」という概念を「医学的リハビリテーションを含め身体的，精神的，経済的，

職業的に自立を目指す」広義のものと定義し，「リハビリテーションセンター」という名称を付けた。 
 開設後は，相談及び患者数の増加，その他の市民のニーズに応えるため，昭和 57 年（1982 年）4 月に    

外来の 1 日 2 診療体制の実施（神経内科・整形外科），昭和 62 年（1987 年）3 月に京都市地域リハビリテー

ション協議会の発足，同年 4 月に病床数の増床（20 床→40 床），平成 9 年（1997 年）11 月に泌尿器科外来

の開設，平成 16 年（2004 年）6 月に地域リハビリテーション事業の更なる推進のための体制強化などの充

実を図ってきた。平成 18 年度（2006 年度）には診療報酬の大幅な改定，障害者自立支援法（現：障害者総

合支援法）の施行など，障害のある方々に対する医療及び福祉サービスの仕組みが改められ，平成 23 年（2011
年）4 月には，障害者自立支援法に基づくサービス体系の見直しを受けて，肢体不自由者更生施設から自立

訓練及び施設入所支援を行う障害者支援施設に移行した。 
 しかし，開設以来 30 数年の間に，リハビリテーション医療は目覚ましく発展するとともに，介護保険制度

の創設や障害者総合支援法の施行等，リハビリテーションを取り巻く環境が大きく変貌したことから，今後

のリハビリテーション行政の在り方を検討することとなり，平成 24 年（2012 年）10 月に京都市社会福祉審

議会への諮問が行われ，その答申を踏まえ，さらに市民の意見募集を経て，平成 25 年（2013 年）10 月に「京

都市におけるリハビリテーション行政の基本方針」（以下「基本方針」という。）が策定された。 
 この基本方針に基づき，身体障害者リハビリテーションセンターは，引き続きリハビリテーション行政の

拠点として再編していくこととされ，附属病院及び補装具製作施設は，平成 27 年（2015 年）3 月をもって

廃止し，障害のある方の在宅生活を支える事業者支援などにその役割を転換していくこととなった。 
 そして，平成 27 年（2015 年）4 月，名称を「京都市地域リハビリテーション推進センター」に改称し，

身体障害者リハビリテーションセンターの歴史の中で培われた知識や技術を活用して，地域リハビリテーシ

ョンのより一層の推進及び新たなニーズとしての高次脳機能障害のある市民の方への支援を行うため，身体

障害者更生相談所における支援体制を充実させるとともに，従来，からだの動きに障害のある方を対象とし

ていた障害者支援施設を高次脳機能障害のある方に特化した自立訓練と入所支援を行う施設に移行した。 
 また，同年 7 月 1 日にはセンター内に「京都市高次脳機能障害者支援センター」を設置し，高次脳機能障

害に関連した日常生活や社会生活上の困りごとについて，当事者やその家族及び事業所職員等からの相談に

応じる個別支援や事業所等への支援を展開し，障害者支援施設においても同年 10 月 1 日から短期入所（ショ

ートステイ）事業を開始した。平成 29 年（2017 年）5 月には，生活訓練利用希望者の増加を受け，自立訓

練の定員を変更した。（機能訓練 30 名，生活訓練 10 名→機能訓練 25 名，生活訓練 15 名） 
 今後とも，障害分野にとどまらず，様々な分野の関係機関と連携しながら，障害のある市民をはじめとす

るすべての京都市民が，その人らしくいきいきと暮らしていけるような地域社会づくりに向け，リハビリテ

ーション行政の更なる推進に取り組んでいる。 
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基 本 理 念 

 

 私たちは，地域リハビリテーションのより一層の推進や新たなニーズである高次脳機能障害のある方への

支援の取組等を通じて，障害のある市民の方が，地域社会の中でその人らしく，快適に生活できる環境づく

りや自己実現のできる社会づくりを進める。 

 

 

機 能 と 役 割 

 

 京都市地域リハビリテーション推進センターは，大別して「身体障害者更生相談所（高次脳機能障害者支

援センターを含む）」「障害者支援施設」の２つの施設で構成されるセンターである。 
 「基本理念」を具体化する推進拠点として，身体に障害のある市民に係る専門的な相談・判定のほか，か

らだの動きに障害のある市民を地域で支えている障害福祉サービス事業者等を支援するとともに，新たなニ

ーズである高次脳機能障害のある市民の支援について，専門相談窓口における相談対応や障害者支援施設に

おける訓練サービスの提供等，専門職を中心としたこれらのセンター機能を存分に発揮し，その役割をしっ

かりと果たしていく。 
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２ 施設の概要 

 

⑴ 名    称 京都市地域リハビリテーション推進センター 

⑵ 所  在  地 京都市中京区壬生仙念町30番地 

⑶ 休  所  日 土曜日，日曜日，祝日及び12月29日から1月3日 

⑷ 受 付 時 間 午前8時30分から午後4時まで 

⑸ 敷 地 面 積 3,197㎡ 

⑹ 建物構造規模 鉄骨鉄筋コンクリート造6階建て（地上6階，地下1階，塔屋2階） 

延べ床面積 8,310㎡(うち御前児童館 211㎡，京都市こころの健康増進センター

1242.18㎡及び京都市朱雀工房301.85㎡を含む。) 

⑺ センターの機能 

ア 身体障害者更生相談所 

 障害の種類，程度，能力，希望又は社会環境その他区（支所）保健福祉センターが把握した身体に

障害のある市民の資料に基づき，区（支所）保健福祉センターの依頼に応じて医学的，心理的又は職

能的な相談・判定を行うとともに，地域リハビリテーションを推進する立場から障害福祉サービス事

業所等関係機関に対して研修及び指導を実施するなど専門及び技術的なサービスを提供する中核的な

機関 

 また，からだの動きに障害のある方等を対象とした専門相談を実施している。 

イ 高次脳機能障害者支援センター 

 高次脳機能障害のある方やその家族及び事業所等支援関係者への専門相談支援や専門研修，更には

地域における普及啓発を担う拠点 

ウ 障害者支援施設 

 医療リハビリを終えた高次脳機能障害のある方を対象に，認知面やコミュニケーション能力等の向

上を目的とした「生活訓練」，身体機能の回復や基礎体力の向上を図る「機能訓練」及び入所支援を

実施する施設。短期入所事業も実施している。  

⑻ センターの特色 

  ア 京都市における地域リハビリテーション推進の中核となる施設 

  イ 京都市における高次脳機能障害のある市民の専門的な相談支援の拠点 

  ウ 全国的にも珍しい高次脳機能障害に特化した障害者支援施設の設置 
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［身体障害者更生相談所］

［高次脳機能障害者支援センター］

理学療法士
　 ※支援施設課兼職

作業療法士
※支援施設課兼職

言語聴覚士
※支援施設課兼職

心理判定員
※支援施設課兼職

　

　

作業療法士
※支援施設課兼職

心理判定員
※支援施設課兼職

 生活支援員
（指導員4看護師2保育士8）

※再任用職員を含む。 理学療法士
※臨時的任用職員は職員数に含めていない。 　※相談課兼職

　
作業療法士

　※相談課兼職

言語聴覚士
　※相談課兼職

管理栄養士
　 　※相談課兼職

事 務 職 員
（　事　務　）

(2)

63合 計

1

1

5

6

4

2

53

11事 務 職 員 等

小 計

嘱 託 医 師

(2)

義 肢 装 具 士

(1)

(1)

（理学療法士）

地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
推 進 係 長

高次脳機能障害

嘱 託 小 計

心 理 判 定 員 3

10

３　組織図，人員配置図及び担当事務
地域リハビリテーション推進センター （令和4年5月6日現在）

所　　長

【企画課　8名】

（医　師）
＜身体障害者更生相談所長＞

理 学 療 法 士

作 業 療 法 士

企 画 係 長

身体障害者手帳
担 当 係 長

（事　務）

支 援 係 長

（事　務）

10

(2)
職 種 人数

事 務 職 員
（　事　務　）

(3)

＜ ケ ー ス ・ ワ ー カ ー ＞
身 体 障 害 者 福 祉 司
（ 事 務 ）

(2)
【相談課　30名】

職種別職員数
看　護　師

相 談 判 定 係 長
（事　務）

企 画 課 長
（事　務）

(2)

看　護　師 (2)

(1)

生 活 支 援 員

保　健　師

医 師 1

サービス管理責任者 2

看 護 師

保 健 師

管 理 栄 養 士

嘱 託 医 師 (9)

義肢装具士

相 談 課 長
（事　務）

言 語 聴 覚 士

14

身体障害者福祉司 2

(1)

1

【支援施設課　24名】

（心理判定員）

機能訓練係長
（福祉施設指導員）

＜サービス管理責任者＞＜障害者支援施設長＞

（事　務）
支援施設課長

＜サービス管理責任者＞

生活訓練係長
（保育士）

(1)

(1)

(1)

(1)

嘱 託 医 師 (1)

(1)

(3)

(14)

看　護　師 (1)
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企画係長（事務）

担当係長（事務）

① センターの庶務に関すること。

② 施設の管理に関すること。

③ 使用料及び手数料の調定並びに徴収に関すること。（診療所に係るものを除く）

④ 地域リハビリテーション推進会議に関すること。

⑤ 身体障害者手帳の交付に関すること。

⑥ 身体障害者福祉法による医師の指定に関すること。

⑦ その他他の課の所管に属しないこと。

相談判定係長（事務）

① 身体障害者の福祉に関する調査，研究並びに資料の収集及び提供に関すること。

② 身体障害者の更生に関する相談に関すること。

③ 身体障害者の医学的，心理学的及び職能的判定に関すること。

④ 医療法第1条の5第2項に規定する診療所としての事業に関すること。

⑤ 使用料及び手数料の調定並びに徴収に関すること。（診療所に係るもの）

⑥ 在宅重度身体障害者訪問診査に関すること。

⑦ 補装具及び日常生活用具に関すること。

⑧ 地域リハビリテーションの推進に関すること。

高次脳機能障害に関する相談，支援に関すること。

機能訓練係長（福祉施設指導員）

① 自立訓練に関すること。

② 入所者の日常生活上の支援に関すること。

支援施設課長（事務）

相談課長（事務）

企画課長（事務）

生活訓練係長（保育士）

高次脳機能障害支援係長（心理判定員）

地域リハビリテーション推進係長（理学療法士）

（医師）

担当事務

所 長

5
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１ 身体障害者更生相談所に係る事業 

⑴ 役割 

  当相談所は，区（支所）保健福祉センターからの依頼に応じ，からだの動きに障害のある市民につい

て，障害の種類，程度，能力，希望，社会環境その他，区（支所）保健福祉センターが調査した資料に

基づき，医学的，心理的又は職能的な相談及び判定を行うとともに，関係機関等に対する研修及び指導

を実施するなど，専門的かつ技術的なサービスを提供する中核的機関である。 

  また，障害者支援施設と連携して，各分野の専門職員の総合的な対応による専門的かつ広範な相談，

判定，区（支所）保健福祉センターへの専門的・技術的支援及び地域リハビリテーションの推進といっ

た役割も担っている。 

  なお，平成２７年７月からは高次脳機能障害のある方の支援拠点として，高次脳機能障害者支援セン

ターを開設している。 

 

 ⑵ 判定（児童は技術的助言）業務 

  ア 補装具（１８歳以上） 

  （ア）義肢，装具，車椅子，電動車椅子等の判定 

    ａ 来所判定（予約制） 

    毎週月・水曜日の午後に実施（受付は午後１時３０分から３時まで） 

個々の来所者の身体状況及び生活状況などに合わせて医師，義肢装具士及び理学療法士等の

スタッフで検討し，処方内容を決定する。 

補装具業者立会いのもとに仮合せ及び適合判定を行うとともに，完成した補装具が有効に使用

されるよう装着指導を行う。 

また，電動車椅子については，操作判定を行う。 

    ｂ 書類判定 

    義肢装具等の製作・修理について，主治医に相談をしている場合は，指定医師の意見書及び処

方箋に基づき，書類による判定を行う（電動車椅子を除く）。 

  （イ）補聴器，遮光眼鏡の判定 

     指定医師の意見書に基づき，書類による判定を行う。 

  イ 児童補装具 

  指定医師等の意見書及び処方箋に基づき，児童補装具交付・修理について，区（支所）保健福祉セ   

 ンターに技術的な助言を行う。 

  また，電動車椅子については，操作能力の判定を行う。 

  ウ 特例補装具（基準外補装具）に係る協議 

 区（支所）保健福祉センターからの協議を受け，月１回，特例補装具費支給判定会議を開催し，特

例補装具費の支給の適否の判定を行う。 

  エ 義肢，装具，車椅子，電動車椅子等現物検収 

    判定を行った義肢，装具，車椅子等が，判定どおりに製作されているか確認を行う。 

  オ 自立支援医療（更生医療） 

 自立支援医療（更生医療）の給付の適否（障害の除去又は軽減に確実な効果が期待できる医療かど

うか）について指定医療機関の意見書に基づき判定を行う。 
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 ⑶ 相談業務 

  ア からだの動きに障害のある方の相談 

からだの動きに障害のある方を対象に，理学療法士等の専門職員がその方の身体機能を評価し，日

常生活の支障を取り除く方法等の助言を行う。 

  イ 旧法療護施設入所相談 

 からだの動きに障害がある方の入所施設（旧法上の療護施設）や区（支所）保健福祉センターから

の依頼に基づき，理学療法士，作業療法士及び心理判定員による身体機能評価，心理的評価を行うと

ともに，施設入所について必要な調整を行う。 

  ウ 総合支援学校等進路相談 

 総合支援学校等の高等部３年生に対して，身体機能評価及び心理的評価を行い，卒業後の進路につ

いて助言を行う。 

  エ 在宅重度身体障害者訪問診査 

  センターに来所すること及び地域の医療機関において受診することが困難な重度の肢体不自由のあ

る市民を対象に家庭訪問を行い，必要な相談又は判定を行う。 

  オ 耳と補聴器の相談会 

  毎年３月３日の「耳の日」の事業として，京都府医師会及び京都市聴覚言語障害センター等と共催

で開催している。 

  聴力検査と医師との相談により，正しい補聴器の選び方の指導を行い，業者から取扱説明を行う。 

カ 心理相談及び評価 

 区（支所）保健福祉センターにおける相談によっては対処することが困難な心理的要因のケースの

相談に対して，本人，家族又は関係者に係る心理面からの助言，指導及び心理評価を行う。 

  キ からだの動きに障害のある方の体力測定会＆からだの相談会 

    からだの動きに障害のある方は，障害の部位や程度によって早期に身体機能が低下すると言われて 

いる。そのような方を対象に体力を測定する機会を提供し，自身の体力を把握していただくとともに 

日常生活を無理なく過ごせるような体力の維持を促す。また，専門職員による個別相談会も併せて実 

施する。   

ク 失語症のある方の相談支援事業 

  失語症のある方やその家族，支援者に対して，言語聴覚士が中心となり，個別相談やグループワー

クを実施し，障害への理解を深めていただくとともに，利用できる社会資源の紹介と利用のための橋

渡しを行うことで，失語症のある方の社会参加促進を図る事業を，平成２８年４月から実施している。 

  また，従前から当センターの元利用者を対象に実施してきた「おはなし広場」については，平成   

２９年度から失語症のある方の相談支援事業の一環として，グループワークの一つに位置付け，当事

者間での語らいや交流の場として市民に広く参加を呼びかけ実施している。 

  ケ 専門相談 

  からだの動きに障害がある方の補装具，福祉用具及び住環境等について，理学療法士，作業療法士，

義肢装具士，看護師等の専門職員が区（支所）保健福祉センターにおいて対応困難なケースの相談に

応じる。 

 

 ⑷ 地域リハビリテーション推進事業 

   障害のある方が住み慣れた地域ですこやかに安心して暮らせるよう，障害福祉サービス事業所や関係

機関等に対して助言・指導を行うほか，専門職員を対象とした研修等を行っている。 
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  ア 研修・指導事業 

  （ア）障害福祉サービス事業所等訪問支援事業 

 市内の障害福祉サービス事業所等からの依頼に基づき，利用者個々の身体状況の把握や介助の方

法，機能維持・活動プログラムのサービス利用計画等について，当センターの専門職員（理学療法

士・作業療法士・言語聴覚士等）が同事業所を訪問のうえ，助言を行っている。 

令和元年度から，訪問型体力測定を本事業の項目として新たに追加した。また，代表的な相談内

容や助言指導例をまとめた相談事例集を作成し，利用者支援に活用していただけるよう事業所に配

布している。 

  （イ）地域リハビリテーション推進研修 

市内の障害福祉サービス事業所及び介護保険事業所等に勤務する職員，障害のある方や高齢の方

を支援する団体に所属する職員や保健福祉業務に携わる本市職員等に対して，リハビリテーション

に関する知識及び介護技術等の向上を図るため，講座や実習の研修を実施する。講座の一部は健康

長寿のまち・京都推進室及びこころの健康増進センターと連携し，共催としている。令和３年度か

らは，会場での集合研修を行うとともに，オンライン（Zoom）による研修も併せて実施している。 

  （ウ）総合支援学校等教職員研修 

市内の総合支援学校，育成学級，通級指導教室の教職員に対してリハビリテーションに関する知

識及び技術の向上を図るため，各校の希望に沿った研修を実施する。 

具体的には，総合支援学校事例研修，肢体育成学級派遣研修・研究会，学級研究会等において理

学療法士，作業療法士等による研修を実施している。 

  （エ）関係機関等への講師派遣研修（地域ガエルのお出かけ講座） 

関係機関等からの依頼に基づき，専門職員等による講師派遣を行い，リハビリテーションに関す

る知識及び技術の向上を図る。 

一般市民などからの申込みを受け，講師を派遣する「地域ガエルのお出かけ講座」については，

より申込みいただきやすいよう，令和３年度にメニューを１２テーマから１５テーマに増やすとと

もに，参加人数の要件を「１０名以上」から「５名以上」に緩和した。 
  （オ）電動車椅子講習会 

電動車椅子を利用している方やこれから利用を考えている方，介助者，ケアマネジャーなど利用

に関する相談を受ける立場にある方を対象に，電動車椅子の適切な操作方法等について，実技を中

心とした講習や個別指導等を実施して安全な利用の促進を図る。 

  イ 啓発事業 

  （ア）センター機関紙「リハ❀エール」の発行 

     センター事業に関する情報等を発信するために発行し，関係機関に配布する。 

  （イ）インターネットを使った情報発信 

フェイスブックを活用し，センターの事業や研修等の情報発信を行う。 

  ウ 地域リハビリテーション推進会議 

    地域リハビリテーションにおける事業の進め方，関係機関等との連携のあり方等に関して，有識者

及び関係各団体から意見を得て，事業のスムーズな運営を図るために開催している。 

  

⑸ 診療所事業 

   補装具外来における診察，過去に附属病院で障害年金の診断書を発行した方に係る年金診断書（現況

届）の発行，高次脳機能障害の専門相談に伴う確定診断等を実施する。 
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 ⑹ 新型コロナウイルス感染症への対応 

   令和３年度は，新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から，中止や縮小となった事業もあったが，

判定や相談に係る業務を適切に進めるとともに，十分な感染症対策を取ったうえで，取組を進めた。「地

域リハビリテーション推進研修」や「電動車椅子講習会」では，オンライン（Zoom）を利用して講座等

を開催した。今後も，インターネット等も活用しながら，より効果的な事業の推進を図っていく。 
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２ 高次脳機能障害者支援センターに係る事業 

 ⑴ 役割 

  平成２７年７月に，地域リハビリテーション推進センター内に「高次脳機能障害者支援センター」を

新たに設け，高次脳機能障害のある市民の支援に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 事業内容 

ア 個別支援 

京都市内に住む高次脳機能障害のある方又はその疑いのある方，その家族及び支援者からの相談に

対応し，地域生活や社会生活が円滑となるよう，医療機関，障害・介護サービス事業所，就労支援機

関，教育機関等と連携し，個別に応じた支援を行う。 

  （ア）地域生活支援 

     在宅での生活がスムーズに行えるよう，利用できる各種制度に関することや高次脳機能障害の対

応等について助言や調整を行う。 

  （イ）就労支援 

     復職や新たな就職，福祉就労に向けて職場やハローワーク，障害者職業センター，就労支援事業

所等と連携した支援を行う。また，模擬的な職場環境を設定し，様々な作業体験や他者とのやりと

りを経験する中で高次脳機能障害による仕事への影響や現在の作業能力を評価するとともに，工夫

の提案等を行う小集団でのプログラム「作業体験プログラム」を実施する。 

（ウ）復学支援 

進級や進学に向けた相談，学校生活でのつまずきを減らすための工夫について，助言や調整を行

う。 

（エ）専門医による診察 

相談対応の結果，必要と思われる方に対し，高次脳機能障害の確定診断や適切な支援方針を立て

るための診察を行う。また，障害特性の把握のために，心理検査等を行う。 

  （オ）当事者・家族交流会 

     当事者や家族がなごやかな雰囲気の中で不安や困りごとなどを話し合い，障害や支援に関する情

報の共有を図ることができる場として，定期的に交流会を開催する。 

＜高次脳機能障害とは＞ 

 交通事故や脳血管疾患等で脳を損傷した後に起こる認知機能の低下や行動の変化をいう。 

具体的な症状としては， 

  ○物の置き場所を忘れたり，同じことを何度も聞くなどの記憶障害 

  ○ぼんやりしてミスが多くなる，複数のことを同時に行えない等の注意障害 

  ○物事の段取りができない，予定を立てられない等の遂行機能障害 

  ○喜怒哀楽が激しくなったり，人の気持ちを察しにくくなったりする社会的行動障害 

等が挙げられる。 

 また，この４症状に失語症などの合併障害を伴うことも多く，これらにより，日常生活や仕事，

学校などの社会生活に支障をきたす。 

 これらの症状は，身体的な障害とは異なり，外からは分かりにくく，本人や周囲が対応に戸惑う

ため，「見えない障害」と言われている。 

 また，脳の損傷部位により，ひとつの症状だけでなく，複数の症状が現れるため，障害特性を踏

まえた関わり方が重要になる。 

 なお，国の高次脳機能障害診断基準では，先天性疾患，周産期における脳損傷，発達障害，認知

症などの進行性疾患を原因とするものは，含まない。 
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  イ 事業所等支援 

  高次脳機能障害の支援に関わる障害福祉サービス事業所等に対して，個別の利用者に関する相談に

ついて対応方法や必要な支援の助言を行う等の支援を行う。また，関係機関の支援ネットワーク構築

を図る（以下参照）。 

  ＜高次脳機能障害支援ネットワーク会議＞ 

   高次脳機能障害に対する理解を深めるとともに，関係機関相互の切れ目のない支援ネットワー

クの構築を図るために，医療，福祉，介護，就労，教育及び相談支援等の高次脳機能障害に関わ

る機関で支援ネットワーク会議を実施し，取組状況の情報共有，地域の課題について，意見交換

を行う。 

ウ 各種研修 

  基礎的な内容からより専門的な内容まで，高次脳機能障害の理解を深めるための各種研修を実施す

る。 

（ア）入門講座 

  高次脳機能障害のある方やその家族，支援者及び高次脳機能障害に関心のある方を対象に，高次

脳機能障害の基礎知識を学ぶ機会として入門講座を実施する。 

  （イ）医療機関研修 

  医療機関等との連携を強化し，高次脳機能障害のある方が退院後スムーズに支援につながること

を目的とした，医療従事者向けの研修を実施する。 

  （ウ）よくわかる高次脳機能障害セミナー（介護保険施設・事業所職員向け） 

  介護保険施設・事業所職員に対し，高次脳機能障害についての理解を深めてもらい，地域の高次

脳機能障害者への支援力の向上を目的とした研修を実施する。 

（エ）その他の研修 

  高次脳機能障害への理解促進を目的とした，地域の支援機関等に出向いて実施する研修「地域ガ

エルのお出かけ講座」を行う。また，小児高次脳機能障害の普及啓発を図るための教職員向け研修

等の企画・運営に参画する。 

エ 普及・啓発 

（ア）市民向けのセミナー等の実施 

  高次脳機能障害に関する理解を広めるために，市民を対象とした講演会やイベント等を開催する。 

  （イ）リーフレットによる周知 

     高次脳機能障害者支援センターのリーフレットを作成し，関係機関等に配布することで，セン  

ターの役割を広く周知する。 

（ウ）インターネットを使った情報発信 

高次脳機能障害者支援センター独自のホームページとフェイスブックを活用し，高次脳機能障害

に関することや研修等の情報発信を行う。 

 

 ⑶ 新型コロナウイルス感染症への対応 

   令和３年度は，新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から，中止や縮小となった事業もあったが，

十分な感染症対策を取ったうえで取組を進めた。引き続き，インターネット等も活用しながら，より効

果的な事業の推進を図っていく。 
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３ 身体障害者手帳審査に係る事業 

 

 区（支所）障害保健福祉課から送付される身体障害者手帳診断書・意見書を審査し，身体障害者手帳交

付の決定を行う。 

 審査上疑義があるものについては，診断書・意見書を作成した医師に意見照会し，なおかつ等級不明の

場合又は非該当となる場合には，３箇月に１回招集する京都市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会

審査部会に諮問し，その答申に基づき決定を行う。 

 

 身体障害者手帳申請・交付までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    破線部分については必要な場合のみ 

 

 

 標準処理期間について 

 手帳の申請から交付までに要する標準的な事務処理期間としては，概ね６０日以内を想定している。 

（HIVの認定に関しては１～２週間程度を想定） 

 

 

 

身体に障害

のある方 

区（支所）

障害保健福

祉課 

受付事務 

市長 

（地域リハビリテーション 

 推進センター企画課） 

認定基準に基づき審査・決定 
⑤交付決定通知 

②進達 

⑥交付 

①申請 

京都市社会福祉審議会身体障 

害者福祉専門分科会審査部会 

③諮問 ④答申 
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４ 障害者支援施設に係る事業 

 

⑴ 目 的 

   高次脳機能障害のある市民（利用者）に対して，障害者総合支援法に定める基本理念に基づき，

利用者の願う地域生活につなげるための社会生活力や日常生活能力の向上を目指した自立訓練

（機能訓練・生活訓練）を提供する。また，通所が困難な利用者に対しては，食事や入浴，居室（就

寝場所）などの施設入所支援を提供し，在宅で生活されている高次脳機能障害のある方が，一時

的に家族等の支援が受けられない場合等には，短期入所支援を提供する。 

 

⑵ 運営方針 

    ア 利用者の意思及び人格を尊重し，自立と社会参加・社会復帰の観点に立って個別の課題を反

映させた支援サービス計画（個別支援計画）を作成し,サービス提供を行う。 

    イ 支援サービスは，利用者の障害程度に合わせた支援・援助方法についてセラピストの意見を

踏まえた検討を行い具体化する。 

ウ 利用者に対しては，現状の課題や訓練の目標を明確にするため，リハビリテーション実施計

画書を作成する。 

    エ 利用者の居住する区（支所）の保健福祉センター及び福祉サービスを提供する事業者等と緊

密に連携し，地域での豊かな在宅生活が早期に実現できるよう努める。 

    

⑶ 利用対象者 

   高次脳機能障害の診断があり，「福祉サービス受給者証」の交付を受けた満１８歳以上で，基本

的な日常生活動作が概ね可能，かつ施設での集団生活が可能な方 

 

⑷ 利用定員 

    自立訓練（機能訓練） ２５名 

    自立訓練（生活訓練） １５名 

     （うち施設入所支援  ３０名（自宅から通所することが困難な利用者等が対象）） 

    短期入所（空床利用）      

 

⑸ 利用日（自立訓練の提供日及び時間） 

   月曜日から金曜日の概ね午前９時から午後４時まで。（年末年始，祝日を除く） 

 

⑹ 支援プログラム 

    個別支援計画書に基づき，ケース担当支援員が具体的な目標設定及びプログラムを立案し，実

施している。 

  ＊利用者個々の週間プログラムの作成について 

    ア 入所の方は入浴の時間を考慮する。（月・水・金の週３回） 

   イ セラピスト対応プログラム（ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ）については，評価をした後に調整する。 

  ウ 通常プログラムについては，利用者と担当支援員で相談したうえで調整する。 
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【プログラムの内容】  

 以下，機能訓練のみにあるプログラムは「機能」，生活訓練のみは「生活」，両方ある場合は「機能・

生活」で表す。 

 

 ◇ セラピスト対応プログラム   

・ＰＴ(理学療法)訓練，ＯＴ(作業療法)訓練は1コマに複数の利用者が参加し，個々の課題に沿った

取組を行う。ＳＴ(言語聴覚療法)訓練と心理個別についてはマンツーマン（１対１）で行う。 

・利用者の希望と担当セラピストの評価などを踏まえたうえでプログラムを調整し，実施回数につ

いてはそれぞれ週２回（週５日利用の場合）を基本とする。 

・利用者の希望と担当セラピストの評価などを踏まえたうえでプログラムの調整をする。 

 

 内容 対応職員 場所 

《１》 

ＰＴ訓練 

（機能） 

 移動能力や基本動作などの向上を目指し，筋力増強や持久

力訓練などを実施する。歩行能力評価，外出評価，公共交通

機関利用評価なども必要に応じて行う。 

理学療法士 

リハ室 
《２》 

ＯＴ訓練 

（機能） 

 生活するために必要な能力（上肢操作などの基本的能力，

入浴や家事などの応用的能力，就労などの社会的適応能力）

の獲得を目指し，上肢機能訓練や利き手交換訓練，認知課題，

創作活動などを実施する。日常生活動作の評価なども必要に

応じて行う。 

作業療法士 

《３》 

ＳＴ訓練 

（機能・生活） 

 失語症や構音障害の改善を目指し，ことばの訓練や評価を

実施する。 
言語聴覚士 言語室 

《４》 

心理個別 

（機能・生活） 

 個別対応が必要な利用者に対し，心理士が記憶面，注意面

などにアプローチする認知リハを実施する。 
心理士 多目的室 

《５》 

脳トレ 

（機能・生活） 

 注意機能，記憶機能の改善や，利用者間のコミュニケーシ

ョンの活性化，感情の表出・調整を目指し，小集団でゲーム

を行う。 
作業療法士 

心理士 

言語聴覚士 

学習室 
《６》 

認知リハ 

（機能・生活） 

 注意や記憶機能の改善と，障害の気づきを促すことを目指

し，小集団の場で個別の学習教材に取り組む。 

《７》 

作業活動 

（機能・生活） 

 趣味や生活を豊かにするため，社会生活場面での創作・表

現活動を目指し，個別課題に沿った創作プログラム（ビーズ，

糸，籐やタイル等の手工芸）を実施する。 

作業療法士 作業室 

《８》 

グループ活動 

（機能・生活） 

 注意・記憶機能の改善や感情面の調節を目指し，宿題発表

や課題に沿ったゲームを小集団で実施する。障害の気づきや

対処法の獲得を目指し，振り返りを行う。 

作業療法士 

心理士 

多目的室 
《９》 

ことばグループ 

(機能・生活） 

 コミュニケーション能力の向上を目指し，集団の中で話を

理解する力や，自分の言いたいことを伝える力を身につける

ことを目標に，読み物を音読したり感想を話し合ったりする

ことを，小集団で実施する。 

言語聴覚士 

※上記の訓練とは別に必要に応じて，各セラピストによる個別の評価や面談を組み入れることがある。 
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 ◇ 通常プログラム   

   内容 対応職員 場所 

《１》運動 

（機能・生活） 

① マットストレッチ 必須  

   柔軟性や床上での動きの改善を目指し，主にマット上で

ストレッチや床上動作を行う。 

理学療法士 

支援員 

体育館 

② バランスアップ 必須  

  バランスの改善などを目指し，立位での活動（横歩や壁運

動）やボールを使った運動を行う。 

③ レクリエーションスポーツ 必須  

   楽しみながら体力づくりをするとともに集中力や注意

力，コミュニケーション能力向上を目指し，集団でのスポー

ツ（卓球バレー，ボッチャ，ゲートボール，ディスコンなど）

を行う。 

④ お手軽筋トレ 必須  

   筋力の維持，改善を目指し，椅子に座って行う筋トレなど

を行う。 

⑤ 体育館活動 

   体力や動作能力の向上を目指し，自身で安全に取り組め

る内容（歩行，階段昇降，マット運動，平行棒内歩行など）

をＰＴ評価のもとで提案し行う。 

支援員 

《２》教養 

（機能・生活） 

① 教養プリント 

   一般的な学力を維持すること及び集中力の向上を目指

し，各種のプリント（漢字，計算，書きとりなど）を行う。 

支援員 

学習室・ 

ワークルーム

など 

② パズル系 

   構成能力や注意力，集中力の向上を目指し，ナンプレ・点

描写・ロンポス・ペグ・間違いさがしなどを実施する。 

③ パソコン 

   パソコン操作の習得を希望する利用者に，教材を使用し

て主にワードの基本操作を行う。 

《３》清掃 

（機能・生活） 

社会生活活動へ関わることを目指し，週に１回（金曜日），

入所の方は居室清掃とシーツ交換，通所の方は体育館など

の館内清掃を行う。 

支援員 

セラピスト 

各居室・ 

体育館など 

《４》グループ 

レクリエーション 

（機能・生活） 

利用者同士の交流やコミュニケーション能力の向上を図

るために，ゲーム（トランプ，ウノ，ジェンガなど）を行う。 
支援員 学習室 

《５》 

屋外移動 

（機能・生活） 

移動能力向上を目指し，安全に屋外を歩く（または車椅子

走行）ことができる利用者が行き先や経路を決めて（西院往

復や三条⇔御前など）歩行訓練を行う。 

支援員 屋外など 
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《６》 

業務実習 

（機能・生活） 

  働くうえでの課題や強みについて自身で現状を把握し，

代償手段や工夫などの対策を身につけることを目標にした

プログラム。伝票整理や仕分け作業などの作業や，働くうえ

での他者との基本的なやり取りの練習など，模擬職場を設

定して取り組む。日常生活のリズムが整い，次の社会参加を

考えている方が対象。 作業療法士 

支援員 

ミーティン

グルーム 

《７》 

新聞づくり 

（機能・生活） 

意見交換や各々の主張など，参加する利用者同士がコミ

ュニケーションをとりながら協働していくことに重点をお

いている。他のプログラムで学習したことや訓練したこと

を発揮しながら，日常の出来事を振り返って記事を作り，壁

紙新聞を製作する。小集団で実施する。 

学習室 

  

◇ 特別プログラム   

  内容 対応職員 場所 

《１》 

地域移行に 

向けたプログラム 

（機能・生活） 

①買い物・調理・家事動作など 

   地域移行（施設利用終了）間近の利用者が自宅に戻った

ときの家事全般について，その能力を確認し必要な援助を

検討するために行う。 

全職員 

ＡＤＬ室，

近隣商店街 

など 

②帰宅練習 

   入所から通所に移行する場合や，通所方法の変更を希望

される場合などに，通所時の安全性や注意点などを確認す

るために行う。 

全職員 

公共交通機

関など 

 

 

 ◇ その他のプログラム   

 内容 対応職員 場所 

《１》 

自主活動 

（機能・生活） 

利用者の目指す方向に沿った内容（各自で用意してもら

った課題，もしくは施設で用意する数種類のプリント類，

塗り絵，カレンダー作りなど）の中から選択し，ひとりでで

きることを行う。 支援員 学習室 

《２》 

壁面制作 

（機能・生活） 

参加する利用者同士で相談しながら，季節に応じた大型の

壁面装飾を作っていく。完成後は施設内に掲示する。 

《３》 

体力測定 

（機能・生活） 

 毎月１回，施設で作成した体力テストを実施し，利用者の

体力状況の把握を行う。 
全員 体育館 
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⑺ 地域生活につなげる支援 

利用者の願う地域生活につなげるための生活力の向上を目指し,支援プログラムによる自立訓

練（機能訓練・生活訓練）と併せて,住宅改修や家庭内動作確認,地域生活を支える介護サービスな

どの社会資源の調整を行っている。 

  

⑻ 利用者負担額 

当施設が指定施設支援を提供した場合の利用者負担額は，利用者が居住する市町村の長が決定

する基準（福祉サービス受給者証に記載されている利用者負担上限月額）を上限とするサービス

利用料の定率（１割）負担に重要事項に定める食費・光熱水費の相当額を合算した額とする。 

前項のほか，次の費用は利用者の負担とする。 

（ア）日常生活に要する諸費用（衣類・歯磨きなど） 

（イ）当センター診療所に係る診療費 

（ウ）自宅の住環境整備指導に係る交通費（助言を希望した場合） 

（エ）特別なサービスの提供を希望した場合における経費（調理の食材費など） 

（オ）行事に係る諸費用（交通費・クッキング代など） 

（カ）日常生活において利用者が個人的，趣味的及びし好的に購入する場合の経費 

 

  ⑼ その他 

   ア 行 事 

   社会参加及び親睦を通して，視野を広げるとともに生活に潤いを得ることを目的として実施

する。 

   ＜活動内容の例＞ 

 ・創作活動（書初め会とカレンダー作り）（Ｒ３年度はコロナ禍により中止） 

      目的：日頃のリハビリテーション訓練から離れ，楽しみの機会を持つ。 

         利用者，職員が相互に協力しながら作業を行い，場の共有を図る。                 

   ・所外活動 （近隣商業施設等への外出）（Ｒ３年度はコロナ禍により中止） 

      目的：小集団で協調しながら外出することを経験する。 

         「施設外に出かける」ということを目的とする。 

    ・レクリエーションスポーツ大会  

      目的：普段のプログラムへの目的意識を高める。 

         楽しく体を動かしながら，集団による利点を生かして共感を得る。 

 ・学習会 （Ｒ元年度＝京都市みぶ障害者授産所）（Ｒ３年度はコロナ禍により中止） 

目的：Ｂ型就労支援事業所についての作業内容等を聞き，施設を退所した後の生活や仕事 

などについて，少しでもイメージがもてるようにする。 

   イ 心身の健康管理 

    （ア） 医師による健康管理診察を行っている。 

    （イ） 専任看護師が日常の健康管理を行っている。 

    （ウ） セラピストによる検査や評価に基づき，当センター診療所の医師が助言を行う。 

   ウ 障害者支援施設見学会の開催（Ｒ３年度はコロナ禍により中止） 

     高次脳機能障害の方に関わる病院や事業所，施設等に当施設の役割を広く知ってもらい，そ

の支援に役立ていただくために，平成２９年度から見学会を開催している。  

      実施内容：施設概要説明，施設内見学（プログラム見学も含む），症例紹介，質疑応答  
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(10) 新型コロナウィルス感染症への対応 

    令和３年度も前年度に引き続き，新型コロナウィルス感染によるクラスターの発生を防止する

ため，施設内の消毒作業など基本的な感染予防対策を徹底するだけでなく，訓練や生活場面にお

いて利用者間で「三密」にならないように利用環境の工夫を図り，感染予防に細心の注意を払い

施設運営を行った。具体的な取り組みとしては，利用者の方に新型コロナワクチンを接種して頂

くよう協力を依頼し，入所利用者で接種を希望された方は，施設職員が近隣の病院へと付き添っ

て行くこともあった。また，感染拡大が顕著となっている時期は，通所と入所の利用者を分ける

と共に，対応するスタッフも分けてプログラム運営を行い，通所利用者の方には不要不急の外出

を控えて頂くなどの注意事項を記した文書（お願い）を配布することもあった。結果として，運

営時においては職員を含めて感染者は生じなかったが，感染者が生じた場合に隔離できる個室を

用意し，感染者に対して最低限度の対応ができるようシミュレーションをするなど，万が一の時

のための準備を行った。 

 

 

 

 

 

日 課 表 

 

（例：平日（月から金）の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入所支援 

 ７：００～ 起床 

 ８：００～ 朝食 

 ９：１０～ 血圧測定 

 ９：２０～ 朝礼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５：５０～ 入浴（月・水・金） 

１８：００～ 夕食 

２２：００～ 就寝 

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

９：５０～１０：３０ プログラム１ 

１０：４０～１１：２０ プログラム２ 

１２：００～１３：００ 昼食 

１３：１０～１３：５０ プログラム３ 

１４：００～１４：４０ プログラム４ 

１４：５０～１５：３０ プログラム５ 

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 
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Ⅲ 資 料 
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診
査
 

4 
0 

1 
1 

5 
1 

2 
6 

1 
3 

診 療  

延
患

者
数

(
外

来
）
 

10
,3
58
 

6,
95
6 

15
6 

21
4 

24
8 

22
2 

17
8 

22
2 

14
9 

13
5 

延
患

者
数

(
入

院
）
 

7,
91
5 

2,
61
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

理
学

療
法

延
件

数
 

脳
血

管
リ

ハ
 

14
,9
36
 

6,
60
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

作
業

療
法

延
件

数
 

運
動

器
リ

ハ
 

1,
12
7 

68
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

言
語
聴
覚
療
法
延
件
数
 

補
装

具
交

付
・

修
理

判
定

件
数
 

1,
31
6 

1,
40
8 

1,
40
9 

1,
36
2 

1,
45
4 

1,
28
9 

1,
37
3 

1,
45
8 

1,
37
0 

1,
34
7 

障
害

者
支

援
施

設
延

利
用

者
数
 

17
0 

17
9 

10
5 

23
8 

33
8 

31
3 

37
2 

39
7 

31
4 

28
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

職
員

数
 

95
 

96
 

94
 

66
 

62
 

63
 

63
 

65
 

65
 

63
 

（
う
ち
 再

任
用

職
員
）
 

- 
- 

1 
2 

1 
1 

2 
5 

5 
6 

（
う
ち
 非

常
勤
嘱
託
員
）
 

13
 

14
 

13
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
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(１）身体障害者更生相談所に係る事業

ア　相談状況（件数）

手　　　帳

31

40

42

68

79

イ　からだの動きに障害のある方の相談（再掲。上記表3年度「生活」の相談件数の内数）

ウ　補装具判定状況

　（ア）補装具判定（ブレース外来）来所状況（肢体不自由のみ）

　（イ）補装具判定書交付件数

書類判定 来所判定 書類判定

0 1 48

3 0 8

0 0 0

22 0 12

1 0 5

2 0 389

0 0 73

0 0 0

0 0 2

0 0 0

1 0 0

1 0 1

0 0 1

1 0 128

12 0 995

193 2 0

0 11 968

3 0 1,017

22 0 959

7 0 860

0 0 928

6 3

※１車椅子の型式　Ａ：大車輪のあるもの　 Ｂ：小車輪だけのもの
Ｒ：リクライニング式 Ｔ：ティルト式
ＲＴ：リクライニング・ティルト式

※２補聴器 標準型箱形→高度難聴用ポケット型 標準型耳掛形→高度難聴用耳掛け型
高度難聴用箱形→重度難聴用ポケット型 高度難聴用耳掛形→重度難聴用耳掛け型
挿耳形→耳あな型 骨導型箱形→骨導式ポケット型 骨導型眼鏡形→骨導式眼鏡型

（注１）平成２７年度から実施している「からだの動きに障害のある方の相談」は生活相談に含む。

高度難聴用ポケット型

足 底

靴 型

股

長 下 肢

種目・型式 書類判定

義

足

2

0

1

6

0

2

0

理 学 療 法 士 に よ る 相 談

作 業 療 法 士 に よ る 相 談

看 護 師 に よ る 相 談

1

47

指

果／サイム

膝

ケースワーカーによる相談

２ 年 度

股

4

ＲＴ

Ｒ

13

普通

普通

30 年 度

183

来所判定

0

手動リフト

※
1
　
車
椅
子

下 腿

手動兼用

4

電動Ｔ

電動ＲＴ

上 肢 装 具

体 幹 装 具

29 年 度

0

0

大 腿

0

0

0

1

29 年 度

30 年 度

元 年 度

足 根 中 足

1

1

2

そ の 他 に よ る 相 談

計

148

元 年 度

1

0

電動Ｒ

重度難聴用ポケット型

98

88

0

4

28 年 度

29 年 度

30 年 度

２ 年 度

0

0

耳あな型（レディメイド）

67

0

電動リフト

Ｒ

普通

イヤーモールドのみ

骨導式眼鏡型

高度難聴用耳掛け型

重度難聴用耳掛け型（ＦＭ型）

( 戦 傷 再 掲 )

合 計

※
２
　
補
聴
器

耳あな型（オーダーメイド）

骨導入式ポケット型

44

Ｒ

遮 光 眼 鏡

重度難聴用耳掛け型0

0

下

肢

装

具

0

0

普通

ＲＴ

Ｔ

Ｒ

9

Ｂ

0

1

Ａ

合 計

117

処 方

0

0

1

73

1

義

手

上 腕

肘

前 腕

肩

合 計
その他

相　　　　　　　　　　談

0

2,747

3,041

医 療

680

Ｒ

0

来所判定

2

仮合せ・完成

座 位 保 持 装 置

0

1 そ の 他

175

148

108

重度障害者用意思伝達装置

300

61

Ｔ

2,608

163 215

2431,293

3,0951,578

448

228

0

施 設

326

生活(注1)

0

391

30

補 装 具

420

職 業

言 語 聴 覚 士 に よ る 相 談

1

膝

0

2

0

3

レバー駆動

2

２　令和３年度地域リハビリテーション推進センター各施設等の実績

102

手 部

指

短 下 肢

9

100

0

0

２ 年 度

617 244 1,267 129

0

0

593 110 1,502 135

680

３ 年 度

101

元 年 度 93 149 242

手

2

248

３ 年 度 477 93 1,142 126 0 124 1,993

電動

手押型

片手
駆動型

前方大
車輪型

普通型

種 目 ・ 型 式 種 目 ・ 型 式
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  （ウ）児童補装具意見書交付件数

  （エ）特例補装具協議件数

合 計 2 269

003 45 1 0

35

45 0 0２ 年 度 8 8 0 0 45

0

0

0

2

0

0

1

13

12

0

27

5

0

0

32

0

0

34

45

46

0

0

2

13

13

0

1

0

1

0

10

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0 0

0

0

0

01

0

1

0

29

5

2

0

0

0

0

0

0

協 議 適 当 取り下げ不 適 当

１８歳未満

0

0

0

0

適 当

0

来所判定

45

35

0

不 適 当 取り下げ

2

0

1

0

0

0

0

0

書類判定 種 目 ・ 型 式

0

普通型

0

来所判定

0
耳あな型（オーダーメイド）

イヤーモールドのみ

重度難聴用耳掛け型（ＦＭ型）

義

手

肩 0

0

肘

義

足

股

RT

Ｒ

膝

果／サイム

大 腿 R

下 腿

足 根 中 足

座 位 保 持 装 置

1 T

普通

車
椅
子

0

0

0

種 目 ・ 型 式

0

0
重度障害者用意思伝達装置

来所判定

0 102

0

書類判定書類判定 種 目 ・ 型 式

19

11座 位 保 持 椅 子

0

0

0

普通 0
補
聴
器

骨導入式ポケット型

骨導式眼鏡型

0

7
重度難聴用耳掛け型 7

0

高度難聴用ポケット型

高度難聴用耳掛け型

重度難聴用ポケット型

手動リフト

0

0

0

そ の 他

1 前 方 大
車 輪 型

普通

指 0 Ｒ

前 腕

手

手 部

片 手
駆 動 型

0

2

0

0

指

上 腕

0

0

2

Ａ

0

5

Ｂ 0

レバー駆動

耳あな型（レディメイド）

1

電動Ｔ

1

0
電動リフト

1 0

遮 光 眼 鏡ＲＴ

0 Ｒ手押型

10

7

0

0

1

Ｔ

0 0

0

29

5 4

035

電 動

普通

電動ＲＴ

0

0

16

0 0体 幹 装 具 4

手動兼用

0 Ｒ

2

聴 覚 障 害 0

0

1

0

肢
体
不
自
由 0起 立 保 持 具

座位保持椅子

0

座位保持装置

0 0歩 行 器

0

1

0

3

8元 年 度

30 年 度

合 計 3

29 年 度 3

11

１８歳以上

協 議

0

0

0

0

0

0

0

1

0電 動 車 椅 子 0

0

0

8

0 0

電動Ｒ

長 下 肢

股

視 覚 障 害

小 計

車 椅 子

0

そ の 他 0

0

重度意思伝達装置 0 0

0

靴 型

上 肢 装 具

下

肢

装

具

膝

短 下 肢

足 底
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　（オ）補装具適合判定（現物検収）件数

エ　自立支援医療（更生医療）判定状況

  （ア）判定件数

心 臓

腎 臓

小 腸

免 疫

肝 臓

  （イ）治療内容

※１件の判定において治療内容が複数あるため各障害区分の件数と
（ア）の判定件数（給付適当）とは必ずしも一致しない。

抗 免 疫 療 法

抗 免 疫 療 法 231

訪 問 看 護 6

0

53

23

23

425

シャント造設術・腹膜透析用カテーテル留置術

肝　　臓

肝 移 植

腎 移 植

そ の 他

免　　疫

抗 Ｈ Ｉ Ｖ 療 法

444

元年度

1,411

19

0

85

82

387

112

58

3,545

1,260

767

53

0

36

776

28 年 度 5 245

肢体不自由

そ し ゃ く

音声・言語

17

1,346

種 目 義 肢

81 409

29 年 度 13

30 年 度 26 235

261

３ 年 度 27 213 66

元 年 度 28

２ 年 度 34 251 75

下 肢 装 具 車 椅 子 そ の 他 合 計

275 70

45 351

458

84

55

0 0

0

00

23 39

444

0

0視 覚 障 害

2

給付適当

33聴 覚 障 害

不適当 29年度

18

２年度

1,288 1,175 1,199

0

30年度

0

21

３年度合計

0

2

0

4

0

0

1,350

17

0

20

1,203

758

34 61 48

40 43

50

0

1,078

0

668

1,209

795

13

人 工 関 節 置 換 術 1,429

関 節 形 成 術 4

19音声言語，そしゃく

そ の 他

歯 列 矯 正 ・ 咬 合 治 療

気 管 ・ 食 道 シ ャ ン ト 造 設 術

人 工 内 耳

4

2

0

弁 置 換 術 ， 弁 形 成 術 303

人 工 血 管 置 換

321

14

心　　臓

ペ ー ス メ ー カ ー 電 池 交 換

メ　　　イ　　　ズ　　　手　　　術 35

1,309

408

心 房 ・ 心 室 中 隔 欠 損 閉 鎖 術 10

49

冠 動 脈 バ イ パ ス 術 91

ペースメーカー・除細動器埋込術

10

カ テ ー テ ル ア ブ レ ー シ ョ ン

68

1,389

人 工 血 液 透 析 519

腹 膜 透 析 50

腎　　臓

そ の 他

経 皮 的 冠 動 脈 形 成 術

18

140

内
部
障
害

合 計 3,294 7

53

1775

23

そ の 他

1,443

関 節 固 定 術 0

67

0

0

障害区分 治療内容

53

件数

3

0

0

2

827

0

1

0

3,315

7

骨 切 り 術

2

0

1,080

3,301 2,877

肢体不自由

3,261
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オ　施設入所判定，進路判定等実施状況

　　 肢体不自由疾患別判定件数

カ　耳と補聴器の相談会実施状況

（ア）　行政区･性別参加者数

北 上京 左京 中京 東山 山科 下京 南 右京 西京 洛西 伏見 深草 醍醐 その他 合計

0 2 0 1 2 4 1 2 2 1 0 3 1 0 0 19

3 2 4 8 2 2 2 3 5 1 1 0 0 0 0 33

（イ）　年齢・性別参加者数 　

男

女

合計

0

（単位：人）

（単位：人）

20～ 30～ 40～

0

0

合計

0

0

0

0

29 年 度

３０年度

女

合 計

元 年 度

0

合　　計
　疾患

　　　　　　　　判定区分
その他

0

0

0

0

0

0

療護施設 進　　路

神 経 ・ 筋 疾 患

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

脳 性 麻 痺

計

0

脳 血 管 障 害

0

0

0

脊 椎 ･ 脊 髄 損 傷

変 形 性 関 節 症

関 節 リ ウ マ チ

小 児 麻 痺 （ ポ リ オ ）

頭 部 外 傷

腫 瘍

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0切 断

骨 折

男

２ 年 度

0

0

30 年 度

0

２９年度

～19

0

0

そ の 他

元 年 度

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80～

00

60～

0

0

0

50～

0

00

70～

0 0

0

0 0

0

0

1

0

1

0

90～

0

0

0

1

0

0

1

0

0

00

0

２ 年 度

0

0

0 11

0

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止
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キ　在宅重度身体障害者訪問診査状況

　　行政区別実施件数

北 上京 左京 中京 東山 山科 下京 南 右京 西京 洛西 伏見 深草 醍醐 合計

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 6

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 5

ク　からだの動きに障害のある方の体力測定

ケ　失語症のある方の相談支援事業

コ　地域リハビリテーション推進事業

（ア）研修・指導事業

   a　障害福祉サービス事業所等訪問支援事業　

　※その他の項目に，介護予防ケアマネジメント支援会議参加（助言・指導）を含む。

   b　地域リハビリテーション推進研修

　※令和３年度は，会場開催とZoomによるオンライン開催を併用して実施

　※令和３年度の１講座当たりの定員数は８０名（会場３０～５０名，オンライン５０名）

  ※実習は，受講者側が希望する会場に出講する形式で実施

（会場：400名，オンライン：964名）

実習

実習数 1回

定員 6名

参加者 3名

合計

講座

講座数 18回

定員 1540名 （会場：640名，オンライン：900名）

参加者 1364名

合計

訪問箇所数 50箇所

延べ訪問回数 50回

延べ指導職員数 183名

その他

訪問箇所数 25箇所

延べ訪問回数 27回

延べ指導職員数 127名

居宅介護

訪問箇所数 7箇所

延べ訪問回数 3回

延べ指導職員数 10名

就労移行・
就労継続支援

訪問箇所数 7箇所

延べ訪問回数 7回

延べ指導職員数 15名

事業所種別 内訳 実績

生活介護

訪問箇所数 11箇所

延べ訪問回数 13回

延べ指導職員数 31名

10名

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から，参加者を１時間に２名にして実施した。

相談件数 延べ相談回数 継続支援

12件 12回 2件

28年度

実施日 参加者 主な測定項目

2月25日 8名
　筋力（握力，下肢筋力），俊敏性，柔軟性，複合的動作確認，歩行能力，
　バランス反応，体脂肪率　等

3月7日 2名

合計

３年度

２年度

元年度

30年度

29年度
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   c　総合支援学校等教職員研修

   d　関係機関への講師派遣研修

   ｅ　電動車椅子講習会　

   ｆ　おはなし広場

研修内容 実施状況

事例研修

　・西総合支援学校  　１４回　　延べ５１名

　・東総合支援学校　　１２回　　延べ８８名

　・呉竹総合支援学校  　７回　　延べ２５名

肢体育成学級派遣研修・事例研修 　・太秦中学校  　　　　１回　　　　　５名

依頼者 内容 派遣職員 参加者

地
域
ガ
エ
ル
の
お
出
か
け
講
座

日中サービス支援型グループホーム
すずらんの郷

身体障害の（肢体不自由）の特性と配慮
について

ST１名
PT１名

支援職員１１名

京都障害者福祉センター
デイスポット楽

食事を安全にとるために
（摂食・嚥下について）
（講義２回，講義動画を視聴１回）

ST１名
PT１名
OT１名

支援職員２５名

京都公務員＆IT会計専門学校
身体障害の（肢体不自由）の特性と配慮
について

0T１名 学生２１名

そ
の
他
の
講
師
派
遣

市立鳴滝総合支援学校（4回） 介護職員初任者研修養成講座
PT１名
OT２名

高等部３年
延べ２７名

（実人数７名）

東総合支援学校

手の機能と発達
（講義動画を視聴）

OT１名 教員１２名

支援学校における課題のつながり
（講義動画を視聴）

OT１名 教員１１名

健康長寿のまち・京都推進室
介護ケア課

介護予防ケアマネジメントリーダー
養成講座（講義動画を視聴）

PT１名
地域包括支援センター

職員５８名

実施日 参加者

2月8日 中止※

3月1日 5名

合計 5名

　７月から再開したが，９月は再度中止。１０月からは通常どおり開催。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から，定員を通常の半分（２０名→１０名）にして実施。
　感染状況を踏まえ２月８日は中止。

実施回数 参加者

21回 延べ137名

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から，５月から６月までは開催を中止。
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（イ）啓発事業

 　

　令和３年１１月

（ウ）地域リハビリテーション推進会議

・令和３年度高次脳機能障害者支援の実施状況等について　

・令和３年度地域リハビリテーション推進事業及び相談事業の実施状況等について

　◆京都市障害福祉サービス事業所等訪問支援事業の案内　等

　◆障害者支援施設・訓練プログラムの紹介

内　容

内　容

第23号

　令和４年２月

令和３年１２月１日
（オンライン開催）

　◆障害者支援施設・失語症の説明及び訓練の紹介

　　フェイスブックを活用し，センターの事業や研修等の情報発信を行う。

　ｂ　インターネットを使った情報発信

内　容

　◆電動車椅子講習会の案内　等

第24号

発行月

　ａ　センター機関紙 「リハ❀エール」

　令和３年６月

　◆京都市地域リハビリテーション推進研修（実習）の案内　等

　◆高次脳機能障害の説明，障害者支援施設・訓練プログラムの紹介

　令和３年８月

　◆京都市地域リハビリテーション推進研修（講座）の案内　等

発行月

第22号

発行月

内　容

第25号

発行月

内　容
　◆障害者支援施設・高次脳機能障害の治療の流れ，訓練プログラムの紹介

開催日
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サ　診療所運営状況

※診療延件数≦診療目的

院外処方

採血

検尿

心電図

画像等外部への検査依頼

その他の検査（内容等）

処置

栄養指導

（イ）神経心理学的検査 　

仮合せ・完成

合計 11

その他 7

ベントン視覚記銘検査 0

VPTA標準高次視知覚検査 1

リバーミード行動記憶検査 1

Rey複雑図形検査（ROCFT） 1

SLTA標準失語症検査 0

CAT標準注意検査法・標準意欲評価 0

WAIS‐Ⅲ成人知能検査 0 61

遂行機能障害症候群の行動評価（BADS） 0 合計 108

  （ウ）補装具外来（身体更生相談所補装具来所判定）

内容 件数 内容 件数

WMS‐Rウェクスラー記憶検査 1 処方 47

4 0 0 4

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 0 2

0 3 0 3

処
方
・
検
査
・
処
置

1 0 72 73

0 5 0 5

0

その他（上記に当てはまらない診察） 6 0 69 75

　 　　　　　　　　   診療科 整形外科 神経内科 神経心理 計

当センター支援施設利用のための診察 0 7 0 7

当センター支援施設健康診断等 0 13 0 13

返書 0 0 1 1

受診状況証明書 0 0 0 0

その他診断書 0 0 6 6

診療情報提供書 0 1 4 5

精神障害者保健福祉手帳診断書 0 0 1 1

当センター支援施設利用のための診断書 0 0 1 1

16

高次脳機能障害の確定診断 0 0 16 16

　  　診療延件数※ 7 28 100 135

診
　
　
療
　
　
目
　
　
的

障害年金診断書 1 7 8

（ア）外来診療

　 　　　　　　　　   診療科 整形外科 神経内科 神経心理 計
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(２） 高次脳機能障害者支援センターに係る事業

ア　個別支援及び事業所支援

＜初回相談時の相談者別状況＞ ＜初回相談時の方法別状況＞

＜主な相談内容（主訴）別状況＞ ＜支援状況＞

内容

※複数ニーズを計上

相談者
件数 構成比（％）

相談者
件数 構成比（％）

191 100.0 191 100.0

　本人 30 15.7 電話 183 95.8

　家族 79 41.4 来所 8 4.2

　支援者等 82 42.9

医療機関 46 24.1

福祉や介護事業所等 30 15.7

行政機関 4 2.1

その他 2 1.0

件数 構成比（％）
支援内容

延べ件数 構成比（％）

219 100.0 2,542 100

疾病・症状について 46 21.0 対処方法や制度等の助言 1,986 78.1

対応方法について 15 6.8 電話 1,445 56.8

診察希望 8 3.7 来所 287 11.3

退院後の生活について 8 3.7 メール・文書 139 5.5

リハビリ希望 16 7.3 訪問・同行 115 4.5

当センター障害者支援施設利用 45 20.5 当施設について 82 3.2

日中活動（在宅福祉サービス等） 12 5.5 専門医による診察等 132 5.2

就労・復職 37 16.9 確定診断 12 0.5

復学 0 0.0 支援方針の策定 91 3.6

運転関連 1 0.5 その他診察 0 0.0

各種制度（手帳，年金，労災等） 10 4.6 診断書等作成 29 1.1

その他　 21 9.6 心理検査 4 0.2

本障害に起因する相談 19 8.7 作業体験プログラム（就労支援） 171 6.7

本障害に起因しない相談 2 0.9 カンファレンス参加 25 1.0

当事者・家族交流会 76 3.0
その他 66 2.6

本人 30 

家族 79 医療機関 46 

福祉や介護事業所等 47

行政機関 4 

その他 2 

支援者 142

＜初回相談時の相談者別状況＞

本人

30

家族

79 医療機関 46 福祉や介護事業所等

30

行政機関 4

その他 2

支援者 82

＜初回相談時の相談者別状況＞
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＜継続支援の状況＞

5

＜作業体験プログラム実施状況＞

件数

令和２年度からの継続件数 52

令和３年度の新規の継続支援件数 44

支
援
目
標

地域生活移行や地域生活に関して 12

就労に関して 26

就労支援事業所利用 4

復学や学校生活支援

復学や学校生活に関して 0

確定診断に関して 6

その他 0

就労に関して 35

復学や学校生活に関して

支援終了件数 37

支
援
結
果

地域生活移行や日中活動支援 14

就労（復職，新規） 14

0

実施回数 　計４６回（１回２時間，週２回）

その他

0

確定診断

その他 0

令和４年度に引き継ぐ件数 59

参加者数 　延べ１７２名（実人数　２７名）

参加目的 　新規就労希望（福祉的就労含む）２１名，復職希望６名，

支
援
目
標

地域生活移行や地域生活に関して 14

3

確定診断に関して 7

参加者年齢 　２０代４名，３０代３名，４０代３名，５０代１６名，６０代１名

原因疾患 　外傷性脳損傷５名，脳出血９名，脳梗塞８名，脳腫瘍２名，髄膜炎２名，低酸素脳症１名

１人あたりの参加回数 　１回～８回（平均７．３回）

取組の結果

・プログラム実施の際は，新型コロナウィルス感染症拡大防止の対策（定員の縮
減，受付時の検温，手指の消毒，換気，ソーシャルディスタンスに配慮した座席配
置等）を徹底した。
・プログラムを通じて参加者が体験的な気づきを得ることができ，参加前よりも自
身の障害特性に対する意識を高めることができた。また周囲に対して理解や配慮を
求める必要性を実感できる機会となった。
・参加者の作業評価結果に基づいて，就労支援機関などに本人の障害特性に対する
配慮と理解を求めることができ，環境調整が適切に行えた。

プログラム内容
　朝礼（前回の課題確認，当日の作業内容と目標の確認）→作業実施→終礼（課題の確認）

　　※作業実施の合間に，各自に応じた展望記憶課題を挿入
　　※必要に応じ個別面談を実施

作業内容

　実務作業（袋詰め，タオルたたみ，仕分け，チラシ折り，清掃等）
　事務作業（電話対応，伝票集計，パソコン入力等）

※オリジナル作業に加え，ワークサンプル幕張版（ＭＷＳ：数値・文書入力
等のＰＣ作業，数値チェック・物品請求書の事務作業，ピッキング，タップ
組立，ナフキン折り等の実務作業）の作業を実施している。

プログラム利用後の
状況

　復職３名（予定者含む），新規就労５名（一般枠１名，障害者枠４名），ハロー
ワーク利用（障害者職業相談室含む）４名，障害者職業センター利用５名，障害者
就業・生活支援センター利用１名，就労移行支援事業所１名，事業所利用検討中１
名，その他４名，プログラム継続中３名
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＜当事者・家族交流会＞

＜高次脳機能障害支援ネットワーク会議＞

実施回数
　計８回
　　※５月，６月，９月は，新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から中止

参加者 　延べ７５名　（実人数　当事者１２名，　家族１７名，　他支援者０名）

１　交流会　毎月第２金曜日　午前１０時～１１時３０分
　小グループに分かれて，ウォーミングアップ（※）と交流
　　※ウォーミングアップは，お題に沿った話を含んだ，簡単な自己紹介
　　※スタッフは司会進行と，適宜説明や助言を行った。
２　特別企画　新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から中止

内容

取組の結果

・新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から，開催回数は８回に留まった。昨年度（６
回開催，延べ参加人数６６名）と比べると，参加者数は増加した。
・初めて参加される方から，複数年にわたり参加されている方まで，参加年数も幅広く，ピ
アサポート的な相互的援助関係が成熟されてきているように感じる。仲間を見つけ，孤立か
ら解放できる場として機能できるよう，引き続き運営方法等を適宜見直していく。

実施日 　令和３年１０月２９日（金）午後１時３０分～午後４時３０分（オンライン開催）

参加者 　３８機関　６２名

内容

１　講演　「医療から地域へ～神奈川リハビリテーション病院の取組から～」
　　　　　神奈川リハビリテーション病院　医師　青木重陽氏
２　質疑応答・対談
　　　　　光華女子大学健康科学部医療福祉学科言語聴覚専攻　教授　上田敬太氏
３　グループ交流
　　　　　自己紹介，職場紹介，講演の感想，高次脳機能障害に関する支援方法などを
　　　　　テーマに意見交換会を行った。
４　京都府・京都市からの連絡
　　　　　京都府リハビリテーション支援センター，京都市高次脳機能障害者支援セン
　　　　　ターより事業案内を行った。
　※令和３年度京都府高次脳機能障害（京都市域）支援ネットワーク会議として実施

取組の結果

・京都府と共催で実施
・参加者の職域は，行政２８％，介護２２％，医療１９％，就労支援９％，障害６％，教育
６％と，幅広い領域から参加を募ることができた。
・アンケートでは，講演や対談について，いずれも９０％以上の参加者が「分かりやすかっ
た」と回答し，「今後の支援に役立つヒントがたくさんあった」，「ネットワークを構築
し，病院ではできない回復の手助けができれば」といった肯定的なコメントが多く寄せられ
た。
・グループ交流については，初めてのオンライン開催であったことや，時間が短かったこと
もあり，もっと交流を図りたかったという感想も散見された。次回の会議の運営に反映させ
ていく。
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イ　各種研修

（ア）入門講座

（イ）医療機関研修（医療機関職員向け）

　令和３年１１月１７日（水）午後６時～午後７時３０分（オンライン開催）

　上田敬太氏（京都光華女子大学健康科学部医療福祉学科言語聴覚専攻教授）

（ウ）よくわかる高次脳機能障害セミナー（介護保険施設・事業所職員向け）

　令和４年１月２０日（木）　午後２時３０分～午後５時（オンライン開催）

　上田敬太氏（京都光華女子大学健康科学部医療福祉学科言語聴覚専攻教授）

（エ）関係機関への講師派遣研修

実施回数
　計11回（5テーマ×2クール※後期のみ特別編実施　毎月第3金曜日 午前10時～11時）
　※会場開催に加え，YouTubeチャンネルを用いたオンライン配信を開始
　※新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から，５～６月及び８～９月の会場開催は中止

参加者 　延べ１，４４６名（うち会場受講８７名）　※オンライン受講者の数は申込者数を計上

内容

　テーマ）１　発症からのステップ　～社会参加に向けて～
　　　　　２　注意障害・記憶障害・遂行機能障害について
　　　　　３　社会的行動障害について
　　　　　４　失語症について
　　　　　５　就労に向けて
　　　　　６　当事者・家族からの声，関連事業所等紹介（後期のみ実施）

取組の結果

・会場で開催する際は，新型コロナウィルス感染症拡大防止の対策（定員の縮減，受付時の検温，手
指の消毒，換気，ソーシャルディスタンスに配慮した座席配置等）を徹底した。
・オンライン配信を開始したことで，コロナウィルス感染症の影響を受けることなく，年間を通じて
高次脳機能障害に関する知識の普及を図ることができた。
・アンケートでは，９割以上の参加者から「分かりやすい」との回答を得た。オンラインは毎回１週
間限定の配信であったため，いつでも視聴できるよう講義動画を常設してほしいとの要望もあった。
市民のニーズに即した普及啓発が図れるよう検討していく。

実施日

参加者 　６０名

テーマ 　「脳損傷後の各ステージで医療に求められる役割」

講師

取組の結果
・参加者全員から「分かりやすい」との回答を得た。また９割以上の参加者が「明日からの業務に活
かせそうなものがあった」と回答した。講師から豊富な症例提示があり，臨床場面に即した評価法や
対処法を学べたことが高評価につながったと考えられる。

実施日

参加者 　１５７名

地
域
ガ
エ
ル
の
お

出
か
け
講
座

9月21日

2月1日

実施日

テーマ 　「認知症ケアの知識と経験はこう使える！　～共通点と相違点～」

講師

取組の結果

・介護保険施設や事業所職員に対する高次脳機能障害の普及啓発を目的に実施。
・新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から，昨年度に続きオンライン開催とした。
・アンケートには，参加者全員が「分かりやすかった」，９割の参加者が「日々の業務に活かせるも
のがあった」と回答し，好評であった。また，アンケートでは，易怒性や脱抑制への対応，家族の障
害理解不足，失語の対応等が，支援上の主な困り感としてあげられた。

小
児
高
次
脳

機
能
障
害
研
修

10月6日
LD等通級指導専門性向上研修会
(教育委員会総合育成支援課)

発達障害と高次脳機能障害の
違いと関連性について

実施日 派遣先 内容

依頼者

グループホーム　すずらんの郷

蘇生会総合病院（講義動画を視聴）

参加者

支援者９名

セラピスト約２０名
（視聴回数60回）

内容

教職員４１名

派遣講師

作業療法士　草野祐介氏
（京都大学医学部附属病院）

症状と対応について

症状と対応，就労について

派遣職員

コーディネーター

コーディネーター

参加者
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ウ　普及・啓発

（ア）リーフレット

（イ）インターネットを使った情報発信

（令和３年度ホームページアクセス件数１７１，５７２件）

高次脳機能障害者支援センターのリーフレットを，関係機関に送付するとともに，各種研修等でも

高次脳機能障害者支援センター独自のホームページとフェイスブックを活用して，高次脳機能障害に

関する知識の普及や研修情報等の発信を行っている。

配布した。
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（３）身体障害者手帳審査に係る事業
ア　身体障害者手帳審査件数

イ　身体障害者手帳交付数 （令和4年3月31日現在）

0

11

11

124

143

0

13

13

認　定 却　下 計

468

67 0

23

視 覚

障 害 別

190

608 1 609聴 覚 ・ 平 衡

463 5

音 声 ・ 言 語 ・ そ し ゃ く

2,634 9

67

呼 吸 器

腎 臓

2,643

3,728 37 3,765

心 臓

肢 体

223 3 226

611 1 612

合 計

免 疫

肝 臓 33

450 3 453ぼ う こ う ・ 直 腸

26 7

計

6 0小 腸

8,839 66

6

8,905

23 0

３級 ４級 ５級 ６級障 害 別 年齢区分 １級 ２級

3 0 26

335 598 332 5,280

332 5,254331視 覚 障 害

18歳未満 12 4 3 4

計

18歳以上 1,593 2,079

2,047 5,901

1 2518歳未満 4 55 10

聴 覚 ・ 平 衡 機 能 障 害

計

計

113

18歳以上 257 1,299 798 1,418 82

5 7

1,428 83 2,072

18歳以上 24 70 408

6,014

音声・言語・そしゃく機能障害

18歳未満 0 0 2

70 410

270 772

779275

35,217

41 31 14 918歳未満 207 56

14,502計 7,388

358

18歳以上 5,308 6,652 5,486 9,239 5,434

9,270 5,448 3,107

肢 体 不 自 由

計 5,515 6,708

3,098

心 臓 機 能 障 害 ①

18歳未満 40 0 30 23

4,3282,611

14,40918歳以上 7,348 175 2,581

35,575

93

5,527

4,305

4,330

018歳未満 6 0 0

腎 臓 機 能 障 害 ②

計

計

6

18歳以上 3,732 80 420 98

3 14

98

18歳以上 294 40 560

4,336

呼 吸 器 機 能 障 害 ③

18歳未満 10 0 1

40 561

265 1,159

1,173

2,694

8 318歳未満 1 1

79計 21

13

18歳以上 10 13 164 2,507

2,510

ぼうこう・直腸機能障害④

計 11 14

小 腸 機 能 障 害 ⑤

18歳未満 2 1 0 2

8 41

7418歳以上 19 8 8

2,707

5

172

39

369

0018歳未満 0 0

肝 臓 機 能 障 害 ⑦

18歳未満

18歳以上

計

18歳以上 72 128 91 78免 疫 機 能 障 害 ⑥

計 72 128

0

369

内 部 障 害 計
（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋
⑦ ）

18歳未満 78 2 39 31 150

7,303 23,15918歳以上 11,569 457 3,830

5,511

23,309計 11,647 459 3,869 7,334

70,957

合 計

18歳未満 18 34

計 19,052 10,674 10,949 18,642 6,129

654

18歳以上 18,751 10,557 10,846 18,561 6,111 5,477 70,303

1,605 2,083 327

324 595

81103117301

113

19

94

261

24

18

1,354 816

80 420

175

268

6

6

3,738

304

91 78

9
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（４）障害者支援施設に係る事業

ア　利用の状況

（ア）各月の利用者数（月末現在数）

月

区分

男 7 7 8 7 7 6 6 6 6 6 6 5 77 71

女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

合 計 7 7 8 7 7 6 6 6 6 6 6 5 77 77

男 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12 48

女 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 19 5

合 計 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 31 53

男 12 12 13 14 14 13 12 12 12 12 10 9 145 120

女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 32

合 計 12 12 13 14 14 13 12 12 12 12 11 10 147 152

男 8 8 7 6 7 5 6 9 9 8 8 11 92 86

女 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 47 28

合 計 12 12 11 9 10 9 11 13 13 12 12 15 139 114

男 29 29 29 28 29 25 25 28 28 26 24 26 326 315

女 5 5 5 4 4 6 7 6 6 6 7 7 68 81

合 計 34 34 34 32 33 31 32 34 34 32 31 33 394 396

4 5 4 7 7 6 4 3 2 2 0 0 44 41

（イ）利用開始・終了の状況

月

区分

機能訓練 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 6 10

生活訓練 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 3 10 15

合 計 0 0 1 2 1 1 3 3 1 0 1 3 16 19

0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 5 6

機能訓練 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2 1 8 8

生活訓練 3 0 1 2 0 2 0 1 0 1 0 0 10 14

合 計 3 0 1 3 0 3 2 1 1 1 2 1 18 22

2 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 9 10

※月末まで在籍の場合，終了は翌月に計上している。

　
　　　

利
用
終
了

自
立
訓
練

施設入所支援

合計

利
用
開
始

自
立
訓
練

施設入所支援

10月 11月 12月
4年
1月 2月 3月

3年
4月 5月 6月

自
立
訓
練
の
み

機
能
訓
練

生
活
訓
練

合
計

短期入所（延べ利用人数）

施
設
入
所
支
援
併
用

機
能
訓
練

生
活
訓
練

10月 11月
3年
4月 5月 6月 7月 8月 9月

7月 8月 9月

2年度

2年度

合計12月
4年
1月 2月 3月
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イ　男女別利用者数

区分 男 女 合計

機能訓練 17 1 18

生活訓練 17 6 23

入所支援 14 2 16

短期入所 1 4 5

合計 49 13 62

※入所者については，入所支援と自立訓練（機能訓練又は生活訓練）の両方に数字を計上（以下同じ）

※同一年度に自立訓練（機能訓練又は生活訓練）と入所支援，短期入所の利用実績のある利用者については，自立訓練（機能訓練又は

　生活訓練）と入所支援，短期入所の両方に数字を計上（以下同じ）

ウ　年齢状況

年齢 ～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上 合計

機能訓練 0 1 3 6 6 2 18

生活訓練 0 0 0 7 12 4 23

入所支援 0 0 1 7 6 2 16

短期入所 0 0 0 2 3 0 5

合計 0 1 4 22 27 8 62

脳血管障
害

脳梗塞 脳出血
くも膜下

出血
その他

機能訓練 3 5 7 1 0 1 0 1 0 18

生活訓練 6 5 6 5 0 0 0 1 0 23

入所支援 3 6 6 0 0 1 0 0 0 16

短期入所 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5

合計 16 17 19 6 0 2 0 2 0 62

オ　障害等級

　　　等
級

1級 2級 3級 4級 5級 6級 合計

肢体不自由 7 5 0 0 1 0 13

精神 1 4 1 6

肢体不自由 0 4 1 2 0 0 7

内部 0 0 0 0 0

精神 0 9 2 11

肢体不自由 5 3 0 1 0 0 9

内部 0 0 0 0 0

精神 0 3 1 4

肢体不自由 1 0 0 0 2 0 3

精神 2 2 4

16 30 5 3 3 0 57

カ　障害支援区分

支援区分 区分なし 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 合計

機能訓練 8 0 1 8 1 0 0 18

生活訓練 14 0 1 7 0 0 1 23

入所支援 0 0 2 13 1 0 0 16

短期入所 0 0 0 2 2 0 1 5

合計 22 0 4 30 4 0 2 62

脳炎 その他 合計

エ　障害の原因

　
疾患
区分

脳腫瘍
低酸素
脳症

外傷性脳
損傷

機能訓練

生活訓練

入所支援

短期入所

合計
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男 女 合計

高次脳機能障害＋肢体不自由 5 0 5

高次脳機能障害＋肢体不自由＋言語障害 12 0 12

高次脳機能障害＋言語障害 0 1 1

高次脳機能障害 9 2 11

高次脳機能障害＋肢体不自由 4 0 4

高次脳機能障害＋肢体不自由＋言語障害 2 4 6

高次脳機能障害＋肢体不自由＋内部障害 0 0 0

高次脳機能障害＋言語障害 2 0 2

高次脳機能障害＋言語障害＋内部障害 0 0 0

高次脳機能障害＋内部障害 0 0 0

高次脳機能障害 0 0 0

高次脳機能障害＋肢体不自由 4 0 4

高次脳機能障害＋肢体不自由＋言語障害 9 2 11

高次脳機能障害＋言語障害 1 0 1

高次脳機能障害＋言語障害＋内部障害 0 0 0

高次脳機能障害＋内部障害 0 0 0

高次脳機能障害 0 2 2

高次脳機能障害＋肢体不自由 1 2 3

高次脳機能障害＋肢体不自由＋言語障害 0 0 0

0 0 0

49 13 62

ク　支援調整会議（サービス利用決定に係る判断のための会議）

3年
4月

 
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

4年
1月 2月 3月

合計

0 1 2 2 2 2 4 1 2 1 0 4 21

0 0 2 3 1 3 3 2 1 2 0 4 21

0 0 1 3 1 3 3 1 1 2 0 4 19

ケ　支援会議（利用者の支援内容等の評価のための会議）

3年
4月

 
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

4年
1月 2月 3月

合計

3 5 8 4 7 8 5 8 9 6 6 6 75実施件数

利用｢適｣件数

調整件数

面接件数

　　　　　月

　　　　　　　　月

キ　利用者の障害別状況

　　　　　　 高次脳機能障害＋肢体不自由＋内部障害

障害の状況サービス

合計

短期入所

入所支援

機能訓練

生活訓練

自
立
訓
練
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サービス 訓練内容

理学療法（個別） 17 696

作業療法（個別） 17 581

言語聴覚療法（個別） 7 306

脳トレ 5 108

認知リハ 7 132

グループ活動 2 39

ことばグループ 1 29

マットストレッチ・バランスアップ 16 1244

レクスポ 16 778

筋トレ 14 630

体育館活動 4 56

教養プリント・パズル・ＰＣ 16 1442

シーツ交換・清掃 13 397

帰宅練習 1 2

グループレクリエーション 3 63

屋外移動 2 17

心理（個別） 2 24

業務実習 1 11

新聞づくり 5 73

自主活動・壁面制作 5 99

脳トレ 14 228

認知リハ 11 205

作業活動 10 189

グループ活動 2 43

言語聴覚療法（個別） 6 154

心理（個別） 2 20

ことばグループ 2 43

マットストレッチ・バランスアップ 16 574

レクスポ 18 418

筋トレ 20 377

体育館活動 11 241

教養プリント・パズル・ＰＣ 23 1629

シーツ交換・清掃 12 186

帰宅練習 0 0

グループレクリエーション 6 116

屋外移動 3 40

業務実習 7 67

新聞づくり 7 86

自主活動・壁面制作 4 49

自
立
訓
練
（

機
能
訓
練
）

訓練者数 実施件数

コ　訓練内容別の状況

自
立
訓
練
（

生
活
訓
練
）
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経過状況

区分
6ヵ月
未満

6ヵ月～
1年未満

1年～
1年6ヵ月

未満

1年6ヵ月
～

2年未満

2年～
3年未満

3年～
5年未満

5年～
10年未満

10年～
20年未満

20年以上 合計

機能訓練 1 12 3 2 0 0 0 0 0 18

生活訓練 0 12 2 2 5 2 0 0 0 23

入所支援 1 12 0 2 1 0 0 0 0 16

短期入所 0 0 0 0 0 3 0 2 0 5

合計 2 36 5 6 6 5 0 2 0 62

区分 自宅 他病院
（急性期）

他病院
（回復期）

他病院
（その他）

他施設 その他 合計

機能訓練 12 0 6 0 0 0 18

生活訓練 19 0 4 0 0 0 23

入所支援 6 0 10 0 0 0 16

短期入所 5 0 0 0 0 0 5

合計 42 0 20 0 0 0 62

区分 家庭復帰 復職 新規就労
職業セン
ター等

就労移行
支援事業

所

就労継続
事業所等

生活介護
事業所

その他
事業所

介護保険
サービス

障害福祉
サービス

その他 合計

機能訓練 0 3 0 0 0 2 0 0 2 1 2 10

生活訓練 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 10

合計 4 5 1 0 0 5 0 0 2 1 2 20

区分
3ヵ月
未満

3ヵ月～
6ヵ月
未満

6ヵ月～
1年未満

1年～
1年6ヵ月

未満

1年6ヵ月
以上

合計
平均在籍

期間
（日）

機能訓練 0 0 1 5 3 9 442

生活訓練 0 1 2 2 5 10 536

合計 0 1 3 7 8 19 491

ス　終了者の社会復帰状況（複数該当する場合は，それぞれに計上）

セ　終了者在籍期間

サ　障害の発症から利用に至るまでの期間

シ　利用開始前状況
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(５)（研究業績等） 

実習生の受け入れ状況 

○京都医健専門学校 言語聴覚科 

２年生 1 名 令和３年１０月１３日～１１月１０日 

○京都光華女子大学 医療福祉学科 言語聴覚専攻 

３年生 1 名 令和３年９月７日～９日 

１年生 1 名 令和３年１１月８日 
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３ 参 考 

○京都市地域リハビリテーション推進センター条例 

昭和５３年４月６日 

条例第９号 

京都市地域リハビリテーション推進センター条例 

（設置） 

第１条 障害者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」という。）

第４条第１項に規定する障害者をいう。以下同じ。）の福祉の増進を図るため，障害者の福祉に関する相談，指導，

支援等を行う施設を次のように設置する。 

名称 京都市地域リハビリテーション推進センター 

位置 京都市中京区壬生仙念町３０番地 

（事業） 

第２条 京都市地域リハビリテーション推進センター（以下「センター」という。）においては，次の事業を行う。 

(1) 身体障害者福祉法（以下「法」という。）第１１条第２項に規定する身体障害者更生相談所としての事業 

(2) 障害者総合支援法第５条第８項に規定する短期入所を行う事業 

(3) 障害者総合支援法第５条第１０項に規定する施設入所支援を行う事業 

(4) 障害者総合支援法第５条第１２項に規定する自立訓練を行う事業 

(5) 高次脳機能障害がある者への支援に関する相談に応じる事業 

(6) 医療法第１条の５第２項に規定する診療所としての事業 

(7) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める社会福祉の増進に関する事業 

（受付時間及び休所日） 

第３条 センターの受付時間及び休所日は，次のとおりとする。ただし，市長は，必要があると認めるときは，これを変

更することができる。 

受付時間 午前８時３０分から午後４時まで 

休所日 日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに１月２日，同月３日及び１２月２９日か

ら同月３１日まで 

（利用資格及び入所定数） 

第４条 次の各号に掲げる事業に関しセンターを利用することができる者は，それぞれ当該各号に掲げる者とする。 

(1) 第２条第２号及び第３号に掲げる事業 次に掲げる者 

ア 同条第２号に規定する短期入所及び同条第３号に規定する施設入所支援に関して障害者総合支援法第１９条第

１項の規定による介護給付費を支給する旨の決定を受けた障害者 

イ 法第１８条第２項に規定する措置が必要であると認められる者 

(2) 第２条第４号に掲げる事業 次に掲げる者 

ア 同号に規定する自立訓練に関して障害者総合支援法第１９条第１項の規定による訓練等給付費を支給する旨の

決定を受けた障害者 

イ 法第１８条第１項に規定する措置が必要であると認められる者 

２ 次の各号に掲げる事業に係るセンターの入所定数は，それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。 

(1) 第２条第２号に掲げる事業 ２人 

(2) 第２条第３号に掲げる事業 ３０人 

(3) 第２条第４号に掲げる事業 ４０人 

（利用の制限） 
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第５条 市長は，次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，センターの利用を制限することができる。 

(1) 他の利用者に迷惑を掛け，又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。 

(2) 管理上支障があるとき。 

（使用料又は手数料） 

第６条 第２条第２号，第３号及び第４号に掲げる事業に関しセンターを利用する者（第４条第１項第１号イ及び第２号

イに掲げる者を除く。以下「施設入所支援等利用者」という。）は，障害者総合支援法第２９条第３項第１号に規定

する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額並びに当該施設入所支援等利用者に係る食事の提供に要する

費用及び居住に要する費用に相当する額として別に定める額の合計額の使用料を納入しなければならない。 

２ 第２条第６号に掲げる事業に関しセンターを利用する者は，健康保険法第７６条第２項の規定に基づく厚生労働大臣

の定めるところにより算定した額又は高齢者の医療の確保に関する法律第７１条第１項に規定する療養の給付に要す

る費用の額の算定に関する基準により算定した額の範囲内において別に定める額の使用料又は手数料を納入しなけれ

ばならない。 

３ 前２項の規定により難い使用料又は手数料については，別に定める。 

（使用料又は手数料の減免） 

第７条 市長は，特別の事由があると認めるときは，使用料又は手数料を減額し，又は免除することができる。 

（委任） 

第８条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。 

附 則 抄 

改正 平成１８年９月２８日条例第１２号 

平成２３年３月２３日条例第７７号 

（施行期日） 

１ この条例の施行期日は，市規則で定める。 

（昭和５３年６月２４日規則第４８号で昭和５３年６月２４日から施行） 

附 則（昭和５９年１２月１３日条例第２０号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（昭和６２年４月１日条例第２号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成元年６月２９日条例第１５号） 

この条例は，平成元年７月８日から施行する。 

附 則（平成３年３月１４日条例第５０号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成４年９月２１日条例第２６号） 

この条例の施行期日は，市規則で定める。 

 （平成４年１０月１日規則第９５号で平成４年１１月１日から施行） 

附 則（平成１５年３月２５日条例第４８号） 

この条例は，平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２７日条例第１４７号） 

この条例は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３１日条例第１７０号） 

この条例は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年９月２８日条例第１２号） 

この条例は，平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２８日条例第５２号） 
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この条例は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２３日条例第７７号） 

この条例は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年６月１０日条例第８号） 

この条例は，市規則で定める日から施行する。 

（平成２３年９月３０日規則第３０号で平成２３年１０月１日から施行） 

附 則（平成２４年３月３０日条例第５５号） 

この条例は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日条例第６２号） 

この条例は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２５日条例第１４４号） 

この条例は，平成２７年４月１日から施行する。ただし，第２条第２号及び第３号の改正規定は，平成２６年４月１ 

 日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２７日条例第６９号） 抄 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行す

る。 

(1) 第３条の規定 公布の日 

(2) 第２条の規定 平成２７年１０月１日 

 

45



 

○京都市地域リハビリテーション推進センター条例施行規則 

昭和５３年６月２４日 

規則第４９号 

京都市地域リハビリテーション推進センター条例施行規則 

（診察券の交付） 

第１条 市長は，京都市地域リハビリテーション推進センター条例（以下「条例」という。）第２条第６号に掲げる事業

に関し京都市地域リハビリテーション推進センター（以下「センター」という。）を利用する者に対し，診察券（別

記様式）を交付する。 

（診察券の提示） 

第２条 条例第２条第６号に掲げる事業に関しセンターを利用しようとする者は，利用の都度診察券を提示しなければな

らない。 

（使用料又は手数料） 

第３条 条例第６条第１項に規定する別に定める額は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施

行令第２１条第１項第１号に規定する食費等の基準費用額に相当する額とする。 

２ 条例第６条第２項に規定する使用料又は手数料（以下「使用料等」という。）の額は，診療報酬の算定方法（平成２

０年３月５日厚生労働省告示第５９号）中医科診療報酬点数表により算定した額とする。 

３ 条例第６条第３項に規定する使用料等は，別表のとおりとする。 

（納期） 

第４条 使用料等は，センターを利用する際納入するものとする。ただし，市長が特別の理由があると認めるときは，こ

の限りでない。 

（減免） 

第５条 条例第７条の規定に基づき使用料等の減免を受けようとする者は，減免を受けようとする理由を記載した申請書

に当該理由を証明する書面を添付して市長に提出しなければならない。 

附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（昭和６１年３月３１日規則第１１０号） 

この規則は，昭和６１年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年７月７日規則第４７号） 

この規則は，平成元年７月８日から施行する。 

附 則（平成４年３月３１日規則第１１０号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は，市長が認めるものに限り，当分の間，これを使用することができる。 

附 則（平成４年１０月２９日規則第１１１号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成４年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例施行規則第１条の規定により交付され

た診察券は，この規則による改正後の京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例施行規則第１条の規定によ
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り交付された診察券とみなす。 

附 則（平成６年３月３１日規則第１２８号） 

この規則は，平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年９月３０日規則第６０号） 

この規則は，平成６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月３１日規則第１８９号） 

この規則は，平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年９月３０日規則第６１号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成９年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 京都市交通災害共済事業条例を廃止する条例附則第２項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例に

よる廃止前の京都市交通災害共済事業条例の規定に基づき共済見舞金の支払を本市に請求する者については，この規

則による改正前の京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例施行規則の規定は，この規則の施行後も，なお

その効力を有する。 

附 則（平成１１年１１月２６日規則第６８号） 

この規則は，平成１１年１２月１日から施行する。 

附 則（平成１３年１月４日規則第８５号） 

この規則は，平成１３年１月６日から施行する。 

附 則（平成１４年９月３０日規則第５４号） 抄 

（施行期日） 

１ この規則は，平成１４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１４年１１月２９日規則第６６号） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（特別長期入院料に関する特例） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）から平成１６年３月３１日までの間におけるこの規則による改正後

の京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例施行規則別表特別長期入院料の項の規定の適用については，同

項中「基本点数」とあるのは，次の表の左欄に掲げる区分に応じ，同表の右欄に掲げる字句とする。 

 施行日から平成１５年３月３１日まで  基本点数に３分の１を乗じて得た点数 

 平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日まで  基本点数に３分の２を乗じて得た点数 

附 則（平成１５年３月３１日規則第１３２号） 

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月３１日規則第１６７号） 

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年７月２９日規則第３８号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成１７年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は，市長が認めるものに限り，当分の間，これを使用することができる。 

附 則（平成１８年３月３１日規則第２２０号） 

この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年９月２９日規則第４８号） 
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この規則は，平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１８年９月２９日規則第５１号） 

この規則は，平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日規則第１０９号） 

この規則は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日規則第１１１号） 

この規則は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２５日規則第７５号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に交付を申請した診断書又は証明書に係る文書料については，なお従前の例による。 

附 則（平成２３年３月２３日規則第６８号） 

この規則は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日規則第１０４号） 

この規則は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日規則第７５号） 

この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２７日規則第９５号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の京都市身体障害者リハビリテーションセンター条例施行規則第１条の規定により交付され

た診察券は，この規則による改正後の京都市地域リハビリテーション推進センター条例施行規則第１条の規定により

交付された診察券とみなす。 

附 則（平成２７年９月２８日規則第３２号） 

この規則は，平成２７年１０月１日から施行する。 

（施行期日） 

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に交付を申請した診断書に係る文書料については，なお従前の例による。 
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別表（第３条関係） 

区分 単位 金額 

文書料 簡易な証明書 １通 円

６００

普通の診断書又は証明書 １，８００

特殊な診断書又は証明書 ３，６００

自立支援医療費の支給認定の申請に係る診断書 ３，０００

診療報酬明細書の添付等が必要な診断書又は証明書 ４，８００

その他 実費に相当する額 

備考 

１ 「簡易な証明書」とは，医療費の支払額又は入院日数に係る証明書その他これらに類する証明書をいう。 

２ 「普通の診断書又は証明書」とは，次に掲げる診断書又は証明書以外の診断書又は証明書をいう。 

(1) 簡易な証明書 

(2) 特殊な診断書又は証明書 

(3) 自立支援医療費の支給認定の申請に係る診断書 

(4) 診療報酬明細書の添付等が必要な診断書又は証明書 

３ 「特殊な診断書又は証明書」とは，既往症，治療経過又は診断の詳細に係る診断書又は証明書その他これらに

類する診断書又は証明書（自立支援医療費の支給認定の申請に係る診断書及び診療報酬明細書の添付等が必要な

診断書又は証明書を除く。）をいう。 

４ 「自立支援医療費の支給認定の申請に係る診断書」とは，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律の規定に基づき自立支援医療費の支給認定に係る申請をするために用いる診断書をいう。 

５ 「診療報酬明細書の添付等が必要な診断書又は証明書」とは，自動車損害賠償保障法の規定に基づき損害賠償

額等の支払を保険会社等に請求するために用いる診断書又は証明書その他これらに類する診断書又は証明書で

あって，診療報酬明細書の添付等が必要なものをいう。 
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  別記様式(第1条関係) 

京都市地域リハビリテーション推進センター 

 

 

 

 

カルテ番号 

 

氏   名                          様 

 

生年月日                           性別 

診 

察 

券 
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○京都市地域リハビリテーション推進センター事務分掌規則 

昭和53年6月24日 

規則第50号 

京都市地域リハビリテーション推進センター事務分掌規則 

 (組織) 

第1条 地域リハビリテーション推進センター(以下「センター」という。)に次の課を置く。 

企画課 

相談課 

支援施設課 

 (職員) 

第2条 センターに次の職員を置く。 

所長 

課長 3人 

その他の職員 若干人 

2 前項に規定するもののほか，企画課に企画係長，相談課に相談判定係長，地域リハビリテーション推進係

長及び高次脳機能障害支援係長，支援施設課に機能訓練係長及び生活訓練係長を置く。 

3 センターに次長を2人まで置くことがある。 

4 企画課に担当課長を置くことがある。 

5 担当課長の職名の前に，市長が別に定める担当事務の名称を付することがある。 

6 課に課長補佐，担当課長補佐及び担当係長を置くことがある。 

 (職務) 

第3条 所長は，上司の命を受け，センターの所掌事務を掌理し，所属職員を指揮監督する。 

2 次長は，所長を補佐する。ただし，次長が2人置かれている場合にあっては，次長は，担当事務につき，

所長を補佐し，補佐職員があるときは，これを指揮監督する。 

3 課長は，上司の命を受け，所掌事務を掌理し，所属職員を指揮監督する。 

4 課長補佐は，課長が定める事務について課長を補佐する。 

5 担当課長，担当課長補佐及び担当係長(企画課に置くものに限る。)並びに係長は，上司の命を受け，担当

事務を処理し，補佐職員があるときは，これを指揮監督する。 

6 担当課長補佐及び担当係長(企画課に置くものを除く。)は，上司の命を受け，入所者の生活指導に関する

事務又は医療に関する技術的な事務を処理し，補佐職員があるときは，これを指揮監督する。 

7 その他の職員は，上司の命を受け，事務に従事する。 

 (代理) 

第4条 所長に事故があるときは，主管事務につき，次長がその職務を代理し，次長に事故があるときは，主

管事務につき，課長がその職務を代理する。 

2 課長に事故があるときは，主管事務につき，課長補佐，担当課長補佐，係長又は担当係長がその職務を代

理する。ただし，担当課長が置かれている場合は，主管事務につき，担当課長がその職務を代理し，担当課

長に事故があるときは，主管事務につき，課長補佐，担当課長補佐，係長又は担当係長がその職務を代理す

る。 
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（事務の概目） 

第５条 課の分掌する事務の概目は，次のとおりとする。 

企画課 

(1) センターの庶務に関すること。 

(2) 施設の管理に関すること。 

(3) センターの利用に関すること。ただし，相談課及び支援施設課の所管に属するものを除く。 

(4) 使用料及び手数料の調定及び徴収に関すること。ただし，相談課の所管に属するものを除く。 

(5) 身体障害者手帳の交付に関すること。 

(6) 医療機関及び医療関係団体との連絡及び調整に関すること。 

(7) その他他の課の所管に属しないこと。 

相談課 

(1) 身体障害者の福祉に関する調査，研究並びに資料の収集及び提供に関すること。 

(2) 身体障害者の更生に関する相談に関すること。 

(3) 身体障害者の医学的，心理学的及び職能的判定に関すること。 

(4) 医療法第１条の５第２項に規定する診療所としての事業に関すること。 

(5) 使用料及び手数料の調定及び徴収に関すること。 

(6) 補装具に関すること。 

(7) 在宅重度身体障害者訪問診査に関すること。 

(8) 診療録等の管理に関すること。 

(9) 高次脳機能障害がある者への支援に関する相談に応じる事業に関すること。 

支援施設課 

(1) 自立訓練に関すること。 

(2) 入所者の日常生活上の支援に関すること。 

 (報告) 

第6条 保健福祉局長は，担当課長，担当課長補佐，係長及び担当係長の担当する事務の概目並びに次長が2

人置かれている場合にあっては，次長の掌理する事務の概目を定め，行財政局組織・人事担当局長に報告し

なければならない。 

附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則(昭和59年3月28日規則第78号) 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則(昭和60年3月28日規則第103号) 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則(昭和61年4月1日規則第48号) 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則(昭和62年4月1日規則第15号) 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則(昭和63年4月1日規則第13号) 

この規則は，公布の日から施行する。 
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附 則(平成2年4月1日規則第37号) 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則(平成3年4月1日規則第13号) 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則(平成3年6月27日規則第26号) 

この規則は，平成3年7月1日から施行する。 

附 則(平成4年4月1日規則第42号) 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則(平成7年3月31日規則第166号) 

この規則は，平成7年4月1日から施行する。 

附 則(平成12年3月31日規則第169号) 

この規則は，平成12年4月1日から施行する。 

附 則(平成13年3月30日規則第150号) 

この規則は，平成13年4月1日から施行する。 

附 則(平成14年2月28日規則第80号) 抄 

(施行期日) 

1 この規則は，平成14年3月1日から施行する。 

附 則(平成16年3月31日規則第155号) 

この規則は，平成16年4月1日から施行する。 

附 則(平成17年3月31日規則第195号) 

この規則は，平成17年4月1日から施行する。 

附 則(平成20年3月31日規則第113号) 

この規則は，平成20年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年3月31日規則第99号) 

この規則は，平成21年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年3月31日規則第100号) 

この規則は，平成21年4月1日から施行する。 

附 則(平成23年3月31日規則第125号) 

この規則は，平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成25年3月29日規則第98号) 

この規則は，平成25年4月1日から施行する。 

附 則(平成26年3月31日規則第240号) 

この規則は，平成26年4月1日から施行する。 

附 則(平成27年3月31日規則第148号) 

この規則は，平成27年4月1日から施行する。 

附 則（平成31年3月29日規則第153号） 

この規則は，平成31年4月1日から施行する。 

附 則（平成31年3月29日規則第157号） 

この規則は，公布の日から施行する。 
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